
相談の名称 相談内容の範囲等 相談日時 相談担当者 実施機関 電話番号 場所（会場）

無料法律相談
民事・刑事その他の法律問題
※要予約

原則毎月20日
10:00～12:00
13:00～15:00

町顧問弁護士 産業観光課 055-981-8238 役場

役所や公社、公団などに対する要
望や苦情などの相談

行政相談委員２人

差別などの人権問題の相談 人権擁護委員５人

交通事故相談 交通事故における相談
原則第４水曜日
10:00～12:00
13:00～15:00

交通事故相談員 くらし安全課 055-981-8217 役場

消費生活相談
商品、販売方法、消費生活に関す
る相談

月～金曜日
9:00～16:00

消費生活相談員 産業観光課 055-981-8238 役場

教育相談
教育に関する悩みや相談
※要予約

月～金曜日
9:00～17:00

指導主事（教員）
教育委員会教育総務
課

055-981-8221 役場

成人健康栄養
相談

健康・栄養に関する相談
※栄養相談は要予約

第３水曜日
9:30～11:30
13:30～15:30

保健師、栄養士 健幸づくり課 055-971-5151 まほろば館

乳幼児健康相
談

乳幼児の健康相談
※育児・栄養相談は要予約

第２・４金曜日
9:30～11:30

保健師、栄養士、助産師 健幸づくり課 055-971-5151 まほろば館

障がい者相談
障がいのある方のサービス等に関
する相談、生活に関する相談

月～金曜日
8:30～17:15

精神保健福祉士、保健
師等

福祉介護課（清水町
障がい者基幹相談支
援センター）

055-981-8204 役場

福祉総合相談
心配ごと相談、ボランティア活動
相談、高齢者相談、障がい者相談

月～金曜日
9:00～17:00

社会福祉士、精神保健
福祉士、ケアマネー
ジャー

社会福祉協議会 055-981-1666 福祉センター

多重債務無料
弁護士相談

多重債務等に係る相談
※要予約

第３木曜日
14:00～17:00

静岡県弁護士会
所属弁護士

税務課 055-981-8219 役場

外国人のため
の生活相談

外国人通訳による生活全体に関
する相談

毎月第３日曜日
9:30～12：30
及びその週の水曜日
9:30～12:00、
13:00～14:30

英語・スペイン語・ポルト
ガル語通訳

産業観光課 055-981-8238 役場

清水町　　〒４１１－８６５０　清水町堂庭２１０－１　（代表）055-973-1111

行政・人権相談
原則毎月１０日
10:00～12:00
13:00～15:00

産業観光課 055-981-8238 役場

＊相談日は、特記のないものは祝日及び年末年始を除く。＊相談日は、特記のないものは祝日及び年末年始を除く。＊相談日は、特記のないものは祝日及び年末年始を除く。＊相談日は、特記のないものは祝日及び年末年始を除く。

清水町
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